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【足立区地域自立支援協議会本会議】会議概要 

会 議 名 令和７年度足立区地域自立支援協議会第１回本会議 

事 務 局 
福祉部障がい援護課、障がい福祉課、障がい福祉センター 

衛生部中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和７年６月６日（金） 

開 催 時 間 午前１０時００分～１２時００分 

開 催 場 所 障がい福祉センター５階ホール 

出 席 者 別紙のとおり 

欠 席 者 別紙のとおり 

会 議 次 第 １ 開会 

（１）事務連絡・新会長の就任について 

（２）区障がい援護課長挨拶 

（３）委嘱状交付（机上）・委員紹介 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

 

（２）令和６年度の活動と令和７年度の計画について 

ア 各専門部会①【くらし部会・こども部会・はたらく部会】 

イ 各専門部会②【精神医療部会・権利擁護部会】 

ウ 足立区地域自立支援協議会セミナー 

エ 各専門部会③【相談支援部会】 

オ 足立区障がい者ケアマネジメント評価会議 

 

（３）地域自立支援協議会の更なる発展にむけて 

ア 足立区地域自立支援協議会の位置づけとこれまでの経過 

イ 地域自立支援協議会について会長就任にあたってのメッセージ 

 

（４）報告事項等 

ア 足立区障がい福祉関連計画の策定スケジュールについて 

イ 人材確保支援策（福祉人材家賃支援事業、あだち福祉人材就職フェ 

ア） 

ウ 障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供に関する窓口相談 

※資料のみ 

 

様式第１号（第３条関係） 
【公 開 用】 
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３ 事務連絡 

第２回足立区地域自立支援協議会本会議について 

令和８年２月２７日（金）１４時～ 障がい福祉センター５階ホール 

 

４ 閉会 

 

資料 
１ 足立区地域自立支援協議会委員名簿 

２ 足立区地域自立支援協議会の目的・機能 

３ 各専門部会等令和６・７年度活動報告・計画書資料 

４ 足立区地域自立支援協議会の位置づけと経過 

５ 足立区障がい福祉関連計画の策定スケジュールについて 

６ 人材確保支援策（家賃・就職フェア） 

７ “対話”と“心づかい”でみんながくらしやすいまちに～合理的配慮～の

カード 

その他 
公開状況：公開 

傍聴：０人 
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（協議経過） 

１開会 

（１）事務連絡・新会長の就任について 

〇佐々木康教事務局員 

みなさん、おはようございます。 

お時間となりましたので、ただいまより足立

区地域自立支援協議会第１回本会議を開会い

たします。本日はご多忙のところご出席いただ

きましてありがとうございます。本日の進行を

務めます、障がい福祉課施策推進担当の佐々木

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

協議に先立ちまして何件かご案内をいたし

ます。まず、足立区地域自立支援協議会におけ

る会長の交代についてご報告いたします。この

度、小澤様が退任され、新たに曽根様が会長に

就任される運びになりました。新会長からのご

挨拶は後ほどいただきます。 

次に、配付資料の確認をいたします。 

本日の次第。次第の裏面が席次になっており 

ます。 

資料１「足立区地域自立支援協議会委員名 

簿」。 

資料２「自立支援協議会の目的・機能」。 

資料３「各専門部会等の令和６年度活動報

告・令和７年度計画」。 

資料４「足立区地域自立支援協議会の位置づ

けとこれまでの経過」。 

資料５「足立区障がい福祉関連計画の策定ス

ケジュールについて」。 

資料６「福祉人材確保支援策（家賃・就職フ

ェア）」。 

資料７「対話と心遣いでみんなが暮らしやす

いまちに～合理的配慮～のカード」。 

以上でございます。足りないものなどござい

ましたら、お手を挙げていただければと思いま

す。 

次に、この自立支援協議会は会議内容及び発

言者名など、後日議事録として公開いたします

ので、議事録作成のため録音を行っております。

また、本日の本会議は公開であることをご了承

願います。事務連絡は以上となります。 

それでは、令和７年度第１回足立区地域自立

支援協議会を開会いたします。 

 

（２）障がい援護課長挨拶 

〇佐々木事務局員 

はじめに、足立区障がい援護課長の柳瀬課長

よりご挨拶申し上げます。柳瀬課長、よろしく

お願いいたします。 

 

〇柳瀬委員 

みなさん、おはようございます。 

足立区障がい援護課長の柳瀬でございます。

本日はご多忙のところ、本協議会の第１回の本

会議にご参加いただき、誠にありがとうござい

ます。 

本協議会は、障がいのある方が地域で安心し

て暮らしていけるよう、関係機関のみなさまと

連携し、支援の方法であったり、地域の課題に

ついて話し合う重要な場でございます。みなさ

まにおかれましては、日頃よりご意見をいただ

いて、また、現場の実践に基づいたご提案など

をいただいておりますことを深く感謝を申し

上げます。 

この協議会は、２年度を一つのサイクルとし

ておりまして、今年度が２年目にあたるところ

でございます。年度末にはこの２年間の取り組

みの成果を報告し、ふりかえりをさせていただ

いて、活動報告書としてまとめさせていただく

予定でございます。委員のみなさまにおかれま

しては、引き続き貴重なご意見を賜ればと考え

ているところでございます。 

また、先ほどお話がございましたけれども、

本協議会の会長ですが、長年にわたりまして小

澤会長に務めていただいたところでございま

すが、この度、新たに曽根会長にご就任いただ

くことになりました。曽根会長にはこれまでの

様式第２号（第３条関係） 
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ご経験であったり、広いご見識をお持ちでいら

っしゃるので、ぜひ活かしていただきながら、

この協議会のさらなる発展につながると考え

ているところでございます。 

本日は、今後１年間の方向性をしっかりみな

さまで共有する貴重な機会でございます。ぜひ

とも忌憚のないご意見をいただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

 

（３）委嘱状交付（机上）・委員紹介 

〇佐々木事務局員 

ありがとうございました。それでは、ここか

らは着席にて失礼いたします。 

続きまして、委嘱状の交付ですが、本来であ

れば区長より交付するところ、大変恐縮ではご

ざいますが、協議を十分行うために机上配付と

させていただきました。何卒ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

それでは、委員の紹介に移ります。順番にお

名前をお呼びいたしますので、呼ばれた方はご

起立いただき、会場のみなさまにお顔をお見せ

くださいますようお願いいたします。 

―部会長紹介― 

小谷博子部会長は本日欠席でございます。 

―委員紹介― 

片桐愛子委員、金子孝一郎委員、永島崇子委

員、中郡英一委員、松井美穂子委員、石黒雅浩

委員は本日欠席でございます。 

以上をもって、委員紹介を終了いたします。

委員のみなさま、ご協力ありがとうございまし

た。なお、事務局については次第の最後に記載

しております。 

それでは次第２「議事」に移ります。この地

域自立支援協議会の会長は、設置要綱第３条の

規定に基づき、日本社会事業大学社会事業研究

所客員教授曽根直樹先生に務めていただきま

す。議事進行は会長に進めていただきます。そ

れでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

 

２議事 

（１）会長挨拶 

〇曽根会長 

ではみなさんよろしくお願いいたします。期

の途中で変わってしまいましたけど、前任の小

澤会長と私は同い年で、２人ともこの３月末で

定年退職だったのです。それで、小澤さんが、

筑波大学から長野大学に定年退職して移られ

て、遠くなってしまって。私は、清瀬にある日

本社会事業大学というところで、それまで大学

院という、現場で働く人の夜間大学院だったの

ですが、そこを定年した後、同じ大学の社会事

業研究所の教員で、実習をして、小澤さんに続

いてこちらの会の会長を拝命したと理解して

います。 

私は、埼玉の東松山市というところに住んで

まして、地元では、「障がい者計画」をやって

きましたが、その時にも協議会の会長を１０年

間務めておりました。大学院教員になったあと

は、大学の実習体制の会長などを務めてさせて

いただき、東京都の協議会を２年間させていた

だいたのですが、今回みなさんと一緒に会える

ことを楽しみにしていました。いろいろお話を

伺いますと、しっかりしたといいいますか、ず

いぶん進んだ取り組みという感想なので、ぜひ

みなさんと一緒に参加したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（２）令和６年度の活動と令和７年度の計画に

ついて 

それでは、次第に従って進めさせていただき

たいと思います。 

各部会、令和６年度の活動報告と令和７年度

の計画からご報告をいただいて、最初にくらし
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部会、こども部会、はたらく部会から報告をい

ただいて、みなさんからは、３つの報告につい

てまとめて、質疑をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

最初にくらし部会、お願いします。 

 

ア 各専門部会① 

【くらし部会】 

〇酒井部会長 

くらし部会長を務めております酒井です。

よろしくお願いいたします。 

資料３の１ページから、令和６年度のくら

し部会活動報告書を説明させていただきま

す。 

まず部会の目的としましては、区内の様々

な事業所、関係団体の担当者に参加いただい

て、障がいのある方が地域で暮らし続けるた

めにはどうしたらよいか、課題を共有し意見

交換を図ってまいりました。 

令和６年度の重点課題としましては、大き

く２つありました。まず高齢化の課題。高齢

化と申しますのは、障がいのある方自身のこ

とや、ご家族、介助者、事業所の職員の高齢

化も含めて、検討を深めてまいりました。も

う１つは、事業所等への情報提供として、区

内障がいサービスに関する情報等を共有し実

施しております。 

具体的には年３回会議を実施させていただ

きました。 

１回目が高齢化の課題について、障がいの

ある方や家族、職員の高齢化に伴う具体的な

内容について、また人材面の課題について、

これはどの事業分野でも人材が集まらない、

人材難が続いております。そこについてどの

ような対策を取っているかの共有を図ってま

いりました。 

２回目の部会につきましては、人材難に対

する対応策の一つとして、介助者負担の軽減

ツールの体験。実際によくＣＭで流れてい

た、介護ロボットやパソコンのアプリを使っ

て、活動を提供するなど、メーカーさんに来

ていただいて、体験による情報共有を行って

まいりました。 

また障がい福祉特有のサービスの課題につ

いて、くらし部会の委員には、様々な事業の

事業者さんがいらっしゃいますので、サービ

スの種別に特化した課題を共有しました。 

また、緊急時の対応について、ショートス

テイの対応中心に、課題を共有しておりま

す。 

続きまして医療的ケアについて、障がいの

ある方の医療的ケアについては、多種多様な

分野にも渡ってきていますので、そこの対応

を行っております。 

続いては、令和６年度に障がい福祉の報酬

改定がありましたので、各事業のどのような

ところで影響が出ているかということの情報

共有を図っております。 

３回目の会議につきましては、足立区の障

がい者計画の内容説明を、障がい福祉課障が

い施策推進担当の係長から行っていただきま

して、その内容の情報交換を行っておりま

す。 

続いて２ページをお開きください。令和７

年度くらし部会の活動計画（案）をご覧くだ

さい。 

今年度の重点課題としては、１つ目は、障

がい福祉計画におけるくらし部会に関する施

策の情報交換をしてまいりたいと思います。

障がい者計画は障がいのある方の生活の全般

に渡っている内容ですが、この部会の事業内

容に関わる部分の情報交換を図ってまいりた

いと思います。 

その内容につきましては、「（１）障がい

福祉サービス等のサービス見込み量及び確保

のための方策」が立てられていますので、そ
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この実態確認をしていきたいと思います。 

「（２）成人期の障がい者がライフステー

ジに応じた支援を受けられる体制の充実（障

害者総合支援法関連）」成人期の障がい者が

ライフステージに応じた支援を受けられる体

制の充実が企画されていますので、各事業の

担当の方々に実態の情報を求めて、共有を図

っていきたいと思います。 

「（３）障がい者への虐待防止と権利擁護

に向けた取り組み」については、各事業で障

がい者虐待防止の対策を行っていると思いま

すが、そこの共有を行ってまいりたいと思い

ます。 

「（４）就労支援の充実」について、それ

ぞれの特性に合わせて働くための支援につい

て、それぞれの就労支援の事業所、また生活

介護の事業所等でもどのように取り組んでい

るかの共有を図っていきたいと思います 

「（５）相談支援体制の強化と、重度化・

高齢化を見据えた拠点の充実」については、

相談支援の連携や、実際の各事業所の業務に

ついて意見交換を行ってまいりたいと思いま

す。 

「（６）障がい者の住まい」について、入

所施設から地域の方へ移行していくような計

画は立てられてます。そこにおいて住まいの

確保というのは課題が重要になってきますの

で、確認していきたいと思います。 

また「（７）その他関連項目」についても

話し合ってまいりたいと思います。 

２つ目は、「事業所への情報提供」で、こ

れをまた行っていきたいと思います。令和７

年度につきましてはこのような内容を重点的

に取り組んでまいりたいと思います。くらし

部会からは以上になります。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございました。３部会続

けて報告をいただこうと思います。続きまし

てこども部会お願いします。 

 

【こども部会】 

〇浅輪事務局員 

こども部会事務局を担当しております障が

い福祉センター幼児療育支援の浅輪と申しま

す。本日こども部会の小谷部会長が、福井で

行われている学会ご出席ということでしたの

で、代わりまして私の方から報告をさせてい

ただきます。 

まず、こども部会の昨年度報告書ですが、

第３回の部会が、第２回の本会議後だったた

め、記録が抜けておりますので補足をさせて

いただければと思います。 

こども部会の目的ですが、さまざまな立場

からこどもの支援に関わっている足立区内の

１５の機関・団体関係者が一堂に会し、区内

の子どもの置かれている状況の共通理解と情

報共有、更には課題の共有を図る。また、そ

こから建設的かつ具体的に関係者が、単独あ

るいは協働してやるべきこと、やれたら良い

ことを考え、行政に向けての提案などにつな

がる協議・議論を多面的かつ具体的に展開す

る場とする、となっております。 

先ほどの、資料にもございましたが、こど

も部会の委員を見ていただきますと、本当に

多岐にわたっておりまして、公的機関、それ

から民間からも参加していただいております

し、また年齢段階から言いますと、保健セン

ターのように乳幼児から、保育園、幼稚園、

児童発達支援事業所もあれば、小学校、中学

校、特別支援学校の先生にもご参加いただき

まして、いろいろな角度からの話し合いをし

ています。それから当事者、実際に子どもさ

んを育てていらっしゃる親御さんの会からも

参加をいただいて、直接ご意見をいただくよ

うな場になっております。 
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昨年度は、各機関の活動内容について情報

共有し、特に横の連携ということをテーマ

に、顔の見えるつながりについて検討してい

く活動をいたしました。これまでの流れで縦

の連携についてはだいぶ進んでいるのではな

いかという結果を受けて、今度この横断的な

視点で見た時には、必要な支援がどのように

届いているのかという視点で協議を進めまし

た。部会の会場をこれまでずっとこちらのあ

しすとで行っていたのですが、各委員のご所

属の機関で開催させていただくことで、その

施設を理解し、またそこで行われている事業

をより深く理解したいということになりまし

た。 

第１回は令和６年６月２５日、この回はこ

ちらのあしすとを会場に、前半は小谷部会長

から、今期の新しい始まりでしたので、部会

の目的あるいは重点課題についてご説明いた

だきました。また、新規にご参加いただいた

委員の方もいらっしゃいましたので、それを

共有し、自己紹介を交えながら、それぞれの

ご所属の機関で、どのようなことをされてい

るか、あるいはどのようなことが課題かとい

うようなことを話し合いました。さらに、昨

年度新しく始まりました福祉まるごと相談課

や、区内４つ目の児童発達支援センターに関

すること、こども支援センターげんきで新た

にこれまでと違った形で活動を開始したペア

レントメンターについての情報交換なども行

いました。 

第２回は１０月３日で、この回は小谷部会

長のご勤務先である東京未来大学を会場に、

部会の前に学食をお借りしてランチミーティ

ングをした後に、校内を見学させていただ

き、その後、部会という流れになりました。

施設見学では、大学の学生さんが非常にフレ

ンドリーで、見学している部会の委員の方に

もいろいろな説明をしてくださって、実は部

会が２時からだったのですけれども、見学の

予定がオーバーしてしまうぐらい、長い時間

取らせていただきました。やはり話に聞いて

いるよりも実際に触れてみることで、ご存知

の方もいらっしゃると思うんですが、未来大

は元々足立区立の第二中学校、あの金八先生

の桜中学校の舞台だったところで、学校の一

部が今も残って活用されているような状態で

したので、そんなところも含めてご覧いただ

きながらこの会を開催いたしました。部会の

中では小谷先生が主催されておりました日本

小児リハビリテーション医学会の学術集会

「誰ひとりとり残さない未来のために」とい

うことで、パネルディスカッションに区長も

参加された会だったので、そういったことに

ついての報告もありました。それから大学で

の開催でしたので、不登校やきょうだい児、

ヤングケアラーといった、最近のこどもや若

者に関するトピックについても共有をいたし

ました。 

第３回は、都立の特別支援学校である花畑

学園、以前は城北特別支援学校という肢体不

自由児の通う学校と、南花畑特別支援学校と

いう知的障がい児の通う学校を合わせて、花

畑学園ということになりまして、そちらを会

場にお借りしまして、前半施設見学、後半協

議ということにさせていただきました。 

花畑学園が会場だったこともあり、それぞ

れの機関が花畑学園とどんなつながりを持っ

ているかということ、あるいは花畑学園を利

用されているお子さんの現状などについてご

報告いただいた後に、それぞれの機関でやは

り今取り組んでいることや課題になっている

こと、例えば、外国にルーツを持つご家族へ

の支援等について話し合いました。 

続きまして４ページの令和７年度の計画

（案）について、説明していきたいと思いま

す。 
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部会の目的等は変わりません。令和６年度

の報告を受けまして、引き続き「横の連携」

ということをテーマに今年度も協議を進めて

いくことになりました。 

（２）については、みなさんご存知かと思

いますが、令和５年４月に「こども基本法」

という法律ができて、その中で子ども施策を

考える時に、子どもや若者の意見を積極的に

聴いていきましょうという方針が出されてい

ます。それを受けまして足立区の方でも、こ

ういった「子ども・若者の意見を聴く仕組み

に関する事務マニュアル」というものができ

ております。 

事務局で話しましたところ、自立支援協議

会の部会でも、実際当事者の方にもご参加い

ただいて運営している部会もありますが、子

ども若者の意見を聴くというのは、やはりこ

ども部会では、ということになりました。 

今年度、その子どもの意見を聴く機会を設

定し、今後の協議内容に反映させていくとい

うことに取り組む予定でございます。 

今年度の予定といたしましては、第１回は

７月にあしすとを会場に行いまして、前年度

からの引き続きのテーマである「横断的な連

携」についてと、もう１点は今申し上げまし

た子ども若者の意見を聴く機会というのをど

ういった形で進めていくのかという協議を行

う予定にしております。実際に第２回目の東

京未来大学を会場にした回で、何らかの形で

当事者の方の意見等を聴いて、協議内容に反

映させていきたいと思います。第３回につき

ましてはその第２回の結果を受けまして、部

会として２年間の協議のまとめをしていくと

いった、３回の部会の予定を立てておりま

す。以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。続きまして、は

たらく部会お願いいたします。報告が多いも

のですからなるべく時間短縮でお願いしま

す。 

 

【はたらく部会】 

〇橋本部会長 

はたらく部会長をしております橋本です。

よろしくお願いします。 

６ページをご覧ください。はたらく部会で

は、多様な領域の委員に関わってもらってま

す。特にコロナ禍前・コロナ禍後では、外的

環境がかなり変わってきていて、働き方であ

ったり、在宅就労であったり、それを福祉領

域、教育領域、そして労働領域、それぞれの

立場からの課題の抽出をしていまして、その

中で概要をまとめたものがこの６ページの表

になります。 

特に、障がいのある方の能力開発、職業リ

ハビリテーションというのですが、それをど

う社会と関わるような支援をしていくといっ

たところが共通点になります。 

今、社会の課題は、圧倒的に人材不足とい

うことです。最新のデータでは、２０３５年

には、３８５万人の労働者不足があります。 

今、働き方というのは、終身雇用からジョ

ブ型雇用になってきてます。市場が労働者不

足から労働力不足になってきて、このジョブ

型雇用が進むにあたって、障がい者雇用でも

例えば短時間労働で働く等、そういった事業

所が情報を持っている人材に対してマッチン

グを図っていくというのが、私たちにとって

今後の役割になるだろうといったところがあ

ります。労働者不足を解消するために、障が

いのある人たちだけではなくて、女性活躍推

進であったり、高齢者雇用であったり、外国

人労働者の雇用というのは進んでますけど

も、障がいのある方の雇用というのは他の属

性の方に比べるとまだまだ低いです。最新で
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言うと６７万人の方が働いてます。 

一方で障がいのある人の全総数は１１６４

万人というのが最新で、特に精神障がいの方

は６００万人以上です。 

企業は法定雇用率というのがあり、２.５％

なのですが、雇用したいという声、相談が圧

倒的に多いです。でも人がいないという状況

がおきていますので、ジョブ型雇用という視

点でその人の能力を理解・把握をしてアセス

メントしていきますけども、マッチングをし

ていくということはこれからますます必要に

なります。 

まずはたらく部会としてやることは、地域

の企業に適切な情報を届けることです。現在

パンフレットの作成を行っていますが、これ

をなるべく今期中に完成をさせて配布できる

状態にして、まず私たちがアクションとして

情報発信をしていくこと、これを第１歩とし

て前進をしていきます。 

今年度に関しては７ページの通り、主要な

ところは、今期の重点課題としては働き方の

多様化、そして法改正です。 

法改正については、大きく２つあります。

１つは障害者総合支援法に基づく事業として

は、今年度の１０月に就労選択支援事業が始

まります。それに向けた体制づくりであった

りとか情報共有であったりが１つ目です。 

２つ目は来年度になりますが、令和８年度

には法定雇用率が今の２.５％から２.７％に

なります。そうするとさらに中小企業等の雇

用の相談は増えていくことが予測されます。

そしてその中には障がいがある方の持ってい

る能力というのを理解・把握して、それを適

切なマッチングにつなげていくことがますま

す必要になると思うので、その情報共有をは

かり、それぞれの委員の方から、意見を伺っ

て、地域での就労支援体制を考えていきたい

と思ってます。 

開催としては３回を予定しておりまして、７

月、１０月、１２月に意見交換を進めながら、

まずはパンフレットの作成を行って、法改正に

伴った地域の体制を整理していく、この辺りを

重点的に検討していきたいと考えてます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。みなさんコンパ

クトな報告ありがとうございます。では、こ

のくらし部会、こども部会、はたらく部会に

対するご報告についてのご質問、ご意見をい

ただきたいと思います。ご質問、ご意見があ

る方は手を挙げていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

佐藤委員さん何かありますか。 

 

〇佐藤委員 

はたらく部会さんは、企業就労のことをメ

インにお話しされていたのですけれども、福

祉的就労についても、関連の所属の方がメン

バーの中にもいらっしゃると思いますが、そ

のあたりについては、部会では話されないの

でしょうか。 

 

〇橋本部会長 

ありがとうございます。６ページの図を見

ていただくと右上の方に福祉的就労というも

のが書いてあります。今取り組んでいく必要

があることとして、やはり工賃の確保なので

す。 

実際、障がい者雇用をしたいという相談の

企業が増えている一方で仕事をお願いしたい

という相談も増えているという実情がありま

す。今はあしすとさんが、Ａふらんきを束ね

て適切な情報提供をしている状況があります

が、それぞれの、例えば福祉的就労で言うと

大部分は、就労継続Ｂ型、Ａ型事業所だと思

います。そのＢ型事業所が行っている作業、
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得意とする作業を情報共有する場が必要だと

思っていまして、例えば企業から「清掃の仕

事を委託したい、委託先ありませんか」とい

うときに、清掃の作業訓練をしているＢ型事

業所に結びつけ、マッチングする、コーディ

ネート機能を共有していく必要があります。

障がい者雇用を促進する企業のほかにも仕事

をお願いしたいという企業のニーズは間違い

なくありますが、情報を知らなかった、情報

が届いてないという状況があります。その時

に受付をしたら適切なＢ型事業所や、場合に

よってはＡ型事業所にコーディネートをして

いく体制づくりが非常に必要だと思います。

そのあたりが話題として上がってきているの

で、並行してここは共有していこうと考えて

います。 

 

〇曽根会長 

コーディネートはどこがやるのでしたっ

け。 

 

〇橋本部会長 

今、足立区ではあしすとさん。 

 

〇曽根会長 

あしすとさん。区の就労支援支援センター

なのですね。今足立区の平均工賃はいくらぐ

らいでしょうか。 

 

〇高橋徹委員 

あしすとの所長の高橋です。すみません。

わかりません。そんなに高くはないかと、Ａ

型が今全国平均１０万円ぐらいで、Ｂ型の統

計も全国平均は聞いてるんですけども、足立

区の具体的なものは、よくわかってないで

す。 

 

〇曽根会長 

まず佐藤委員さんのご関心はＢ型の工賃だ

と思ったのですけど、数字がわからない。わ

かりますか。 

 

〇二見事務局員 

すみません。今、東京都から報告を求めら

れていて、工賃がいくらだったか、企業就労

した人がいくらだったかというところを区内

のＢ型とか生活介護事業所に調査してまとめ

ているところです。 

 

〇曽根会長 

はい。わかりました。では、それがわかっ

たら、全国平均と比較すると足立区の状況の

イメージできるのではないかと思います。他

はいかがでしょうか。各部会につきまして、

鈴木委員さん、いかがですか。 

 

〇鈴木真理子委員 

すごく素晴らしいと感じました。やはり介

護者も障がい者も支援する職員のみなさん

も、やはり高齢化しているところでは、いろ

いろな見えていない課題もあって。 

 

〇曽根会長 

どの部会の話ですか。 

 

〇鈴木真理子委員 

質問ではなくて。みなさん、くらし部会も

こども部会もはたらく部会でも、すごく先を

読んだ話し合いをされてるなという感想で

す。すみません。ありがとうございました。 

 

〇曽根会長 

ご感想ですね。他にご質問はありますか。 

すみません。私からよいですかね。まず、

くらし部会さんが部会の目的で意見交換をさ

れていたのですけれども、例えば高齢化の課



11 

 

題とか、事業所の情報提供の課題では、今回

重点目標で具体的にはどういうこと、例えば

高齢化に向けて等を、部会の中でどのように

進めていただいたのか教えていただきたい。 

 

〇酒井部会長 

くらし部会の高齢化の話をする際に、やは

りまずはそれぞれ事業所で、通っていただい

たり入所していただいたりしている利用者さ

んの実態について、身体機能が低下してきて

いるとか、病気をする機会が増えているとい

うような実際の状況の確認を行っておりま

す。また、近年でやはり高齢化に伴い、ご自

宅での生活自体が、ご家族の高齢化により介

助ができなくなったりとか、送り出しができ

なくなったりというのが出てきていますの

で、それに伴って、入所施設に移行したとい

う状況も増えてきております。そういうこと

の情報共有と、各事業所では、職員さんが新

しくなかなか入ってこないということによっ

て、既存の職員さんがやはり高齢化してきて

いることで、介助が難しくなったり、やられ

る仕事が少なくなってきたりとの課題もござ

いますので、そこも仕事の切り出しと分担を

させて、少し効率化を図っているとか、施設

によってはＩＣＴを導入して、より支援に集

中してやれるようなことの報告をいくつか受

けてます。 

 

〇曽根会長 

そういう情報が共有された。 

 

〇酒井部会長 

はい。 

 

〇曽根会長 

はい。あと（４）の医療的ケアについて、

医療的ケアの必要な方、区内にどれくらいい

らっしゃるか、実態についてはどうですか。 

 

〇二見事務局員 

はい。３年前に、区内の関係機関と学校な

ども含めて、全体の調査をかけさせていただ

き、９０名ということでした。ただ、この時

の対象にしたのが２０歳未満ということで調

査がかかりましたので、厳密に言うと１８歳

と思いますが、医療的ケア児ネットワーク協

議会の方で、２０歳未満で調べましょうとい

うことで調査をして９０名ということです。 

 

〇曽根会長 

成人はどうでしょうか。 

 

〇二見事務局員 

成人は確認しておりません。 

 

〇曽根会長 

わかりました。結局、医療的ケアの方、よ

うするに日中の活動の場の確保ということ

と、電源喪失の時の医療デバイスの対応をど

うするか、そういったことが切実な課題で、

これについては、くらし部会の方でなにか取

り組みというのはあったのでしょうか。 

 

〇酒井部会長 

くらし部会では、だいたい今、１１事業所

の委員に、お集まりいただいているんです

が、そのうちに、入所と生活介護含めてだい

たい５事業所のところでは、医療的ケアの対

象者さんを受け入れしているというご報告を

受けております。内容としましては、たん吸

引だとか、胃ろうの方が、メインでありまし

て、特にそこに特化して、職員さんの３号研

修を受けるのに、どうしても時間かかってし

まい、スムーズな受け入れがまだまだできて

ないような現状ではございます。 
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研修他、受け入れにかかる費用もございま

すので、そこら辺の情報を共有しながらどう

いう対策をしていくかというところも、具体

的には考えていきたいと思っております。 

 

〇曽根会長 

５事業所で９０名ということは、活動の場

で、行くところで困ってらっしゃる、そうい

う成人の方はいらっしゃらないのでしょう

か。 

 

〇二見事務局員 

はい。お子さんは今、足立区は保育園、小

中学校でも医療的ケア児の受け入れを進めて

いますので、医療的ケアを理由として学校に

行けていない状況にはなっていないと思いま

す。 

成人については、区立の施設や、くらし部

会の方からのご報告があったところに加え

て、都立の北療育医療センター、ここは元々

は、肢体不自由児の通所だったのですけど、

今大人の生活介護の方もやられていて、そこ

に医療的ケアの方が、かなり重篤な方はそち

らを利用しています。また、区内の株式会社

がやっている生活介護にも医療的ケアの方を

今受け入れいただいているので、学校を卒業

して医療的ケアを理由として進路が見つから

ないという状況は発生していないです。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。はい、どうぞ石

井委員さん。 

 

〇石井委員 

民生委員の石井です。 

今、くらし部会、はたらく部会、こども部

会長さんから報告を受けまして、感想という

か、意見を言わせていただきたいのですが、

デジタル化ＤＸのスタートの時に、東京都の

小池都知事が、妊娠している女性に対する、

母子手帳について、プッシュ型でなければい

けないと、これからの行政のスタンスがそう

いう方向でやっていくということの記事を読

みました。行政の課長さんや、保健所の所長

さんが、いらっしゃいますけど、私も常々思

っていて、行政も今は足立区もいろいろなこ

とを考えていて、そこを見ると、いろいろな

施設を作ったり、建物作ったり、組織を変え

たりして、非常によいことだと思うのです

が、みなさんが仕事していく上で、やはりプ

ッシュ型という思考をですね、ぜひトップの

人、組織の上の人は、すぐ実現できなくて

も、そういう思考を頭に入れていかないとい

けないのではないかと思います。 

今、両部会長さんの報告を聞いても、こち

らからいろいろと部会の中で検討したこと

を、世間に広めていく、そのためにはどうし

たらよいかと、ここで知恵を絞っているとい

うことなのですね。やはりそういう部会の働

きも、我々相談部会もそうなのですが、やは

り行政の、これからそういう政策にかかわっ

ている方は、すぐにできなくても、プッシュ

型でどの地域の困っている人に、どのように

届けようという思考がないといけないのでは

ないかと思います。 

だから、建物作るとか、事業を開始すると

か、それはもちろん大事なことですが、そう

いう部会長さんの今２名のお話も聞いてて、

底辺にあるのはそういうことではないかとい

うことで、少しお時間をいただいて意見を述

べさせていただきました。 

 

〇曽根会長 

はい、ありがとうございます。今のご意見

は、役所の職員の意識がプッシュ型に変わっ

ていくべきだというものですね。 
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〇石井委員 

特に人を使ってる、表現が悪いのですけれ

ど、そういう課長さん方がせっかく出てきて

るのだから、そういう思考で仕事していただ

きたいなと、部会長さんの話を聞いていると

思ったので、私はここで言わないとと思いま

した。 

 

〇曽根会長 

なるほど。わかりました。質疑はいかがで

しょう。 

 

〇石井委員 

特に回答はいらないです。 

 

〇曽根会長 

ということで。プッシュ型にしていただけ

たらと思います。 

４０分まで、もう１個だけ質問してよいで

しょうか。就労支援の部会、はたらく部会で

すけれど、足立区は重度障がい者の就労支援

事業や、短時間雇用などの取り組みはありま

すでしょうか。 

 

〇和田事務局員 

足立区では、重度障がい者の就労支援事業

の地域生活支援事業を令和５年９月から始め

ています。ただ、今、事業を利用されている

のは、視覚障がいの方が数名いらして、その

他の重度障がいの方の短時間雇用等による利

用は直近のデータを確認しますが、昨年度ま

ではなかったかと思います。 

 

〇曽根会長 

はい。はたらく部会ではそこへの取り組み

はなにかありますでしょうか。 

 

〇橋本部会長 

そうですね。まずは情報共有をしていっ

て、今、超短時間労働というのはこれから着

実にニーズがでてきていると思うので、そも

そも企業が知らない「１０時間以上、２０時

間未満が、雇用率にカウントになる」という

情報をまず届けるということが私たちがやる

ことだと思っています。そのあたりも含め

て、パンフレットに記載したいと思います。 

ジョブ型雇用が進んだ時に、重度の障がい

のある方でも、例えば、在宅でできる仕事と

か、場合によっては施設の中で遠隔でできる

仕事という働き方もこれから可能性としては

あるので、そのあたりの柔軟性や、先ほど話

した発想の転換で、労働者不足、労働力不足

を解消するために、私たちのクライアントさ

んが持ってる能力を活かせませんかというこ

とを発信していく。どちらかというと障がい

者雇用に関する情報は、世間的にはマイナス

からのスタートのイメージなのですが、実は

プラスの要因が、研究結果でも明らかになっ

ております。障がいのある方を１人雇用し、

５人１組のチームに１人加わると、周りの５

人の１人当たりの生産性が２０％ずつアップ

するということがわかっています。そうした

違った視点で、例えばモデルになる企業の事

例を情報発信していくことが必要だと思うの

で、超短時間労働はこれから私たちが情報発

信していかなければならない、という認識を

もっています。 

 

〇曽根会長 

そこはどこが中心になってやっているので

しょう。 

 

〇橋本部会長 

今現在、中心になってるところは特にない

ですかね。 
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〇曽根会長 

そこは決めていかないと。 

 

〇橋本部会長 

そうですね。はたらく部会の中で就労選択

支援について含めて、どこが中心になってや

ってくかと言ったところを洗い出し、どこが

ハブ機能を持っていくかということは、就労

選択支援という議題に合わせて話し合ってい

くことになると思います。 

 

〇曽根会長 

３つの部会に共通して思ったのは、その把

握した課題を誰がどういうふうにやっていく

のかという報告がないので、このままだと報

告して終わってしまうことが心配だったの

で、そこをしっかりとしていただけたらと思

います。 

それでは、他にはいかがでしょうか。よろ

しいですか。 

 

イ 各専門部会② 

〇曽根会長 

続きまして、精神医療部会と権利擁護部会

の報告をお願いいたします。 

 

【精神医療部会】 

〇森澤部会長 

精神医療部会の報告をさせていただきま

す。足立区精神障がい者自立支援センターの

森澤と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

ページは８ページになっております。部会

の目的としましては、精神障がい者の支援に

関する連携及び調整ということで、今期の重

点課題としては、「精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築」に向けた協議及

び情報共有として令和６年度やってまいりま

した。 

重点課題に対する取り組みというところで

は、精神医療部会自体は年２回開催をいたし

ました。ここでは令和６年度から、令和５年

度に行った個別調査の結果を踏まえて、いろ

いろとヒアリングを行ったワーキンググルー

プの報告を受けて、今後の課題について、ま

たワーキンググループの方向性について検討

をいたしました。精神医療部会では、本会の

部会の他にワーキンググループを作りまし

た。昨年はワーキンググループに区の方とか

いろいろ入っていただきまして、少し規模が

大きくなっていたのですが、そういった中で

年５回訪問調査も含め活動をしました。そち

らで出た課題ですとか、そちらのデータを精

神医療部会の方にあげて、お話し合いを進め

ていくということを繰り返し行っておりま

す。精神医療部会の方ではいろいろと、課題

や意見交換をしております。こちらのワーキ

ンググループの方では、見ていただいた通り

ではあるのですが、長期入院者の個別ヒアリ

ングの結果について、９ページにありました

去年ではわからなかった長期入院者の課題が

見えてきております。ご本人の退院に対する

不安が大きい、入院生活では退院後の生活能

力の把握がしづらい、身体面での問題などで

す。他自治体の取り組み等も、しっかり検討

しながら、足立区はどういった形でできてい

くかということを形にするように、日々お話

し合いを進めております。 

次年度の取り組みとしましては、長期入院

者への個別調査で明らかになった課題を踏ま

えまして、ピアサポーターの活用やショート

ステイ事業の検討等が、挙げられましたの

で、そこを地域移行や地域課題の解決に向け

た取り組みとして、令和７年度活動していく

ことになっております。 
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改めて１０ページになりますが、活動計画

書令和７年度のものを載せております。部会

の目的、重点課題につきましては、引き続き

のものになっておりますが、今後の予定とし

ては精神障がい者が地域で生活ができるよう

にということで、生活基盤の整備、支援体制

の構築を図るため、令和５年度と６年度で行

ってきたものをしっかり必要な支援体制を検

討し、事業化に向けて方向性をつけていけれ

ばと思っております。こちらの予定は書いて

ありませんが、７月と１２月に精神医療部会

の会議を行うことになっております。また、

ワーキンググループの方は、昨年度、この本

会議でもご指摘がありましたが、今年度は少

し規模を縮小しまして、核となるコアなメン

バーを決めました。その中で議題によっては

必要な区の方ですとか、民間の事業所の方た

ちにも参加していただき、また、病院の方た

ちにもご協力いただくという形を取り、その

課題によって増減を重ねながら議論を進めて

いきたいと思っている次第です。また、ワー

キンググループはすでに、もう２回開催をし

ておりまして、今後あと２回の開催が、他自

治体の見学ですとかを含めると、６月にも２

回開催をする予定となっております。また、

６月１３日金曜日は、足立区の精神障がい者

情報ネットワーク連絡会があります。そちら

では、自立支援協議会精神医療部会を、より

広い形でみなさんに知っていただくことが、

大切だと思います。そして今回「にも包括」

を知っていただく、「にも包括」をテーマに

ご報告をさせていただく形となっておりま

す。やはり支援機関の方に自分ごととして、

地域課題を共有していくこと、この「にも包

括」に関わっていただくことがとても大切だ

と日々感じておりますので、関わる区内全体

の、みなさん、関係機関を巻き込みながら、

しっかりと「にも包括」の点を面で繋いで幅

広い、事業展開をしていけたらなと思ってお

ります。以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。 

続きまして権利擁護部会、お願いします。 

 

【権利擁護部会】 

ウ 足立区地域自立支援協議会セミナー 

〇平部会長 

権利擁護部会の報告をさせていただきま

す。成年後見センターあだちの平と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

権利擁護部会ですが、部会の活動の目的と

しては、地域における障がい者の権利擁護に

関する連携と調整を目的に、障がい者の権利

擁護支援に関する事例や事案について関係者

と情報を共有します。また障がい者差別解消

支援地域協議会の機能を部会は兼ねておりま

すので、差別の解消や合理的配慮について協

議します。成年後見制度等の、権利擁護支援

の促進、障がい者の虐待防止と早期発見のた

めの連携体制の構築を目指します。 

令和６年度の重点課題は、こちらに書いて

ある通りです。１つ目が、障がいのある方の

権利に関する現状の把握と今後の計画。２つ

目が、障がい者の差別解消及び合理的配慮に

ついて。３つ目が、成年後見制度・権利擁護

支援の促進について、としております。資料

にも書いてある通りです。 

具体的に、昨年令和６年度に行った取り組

みとしましては、３回会議を開催しました。 

第１回が７月で、この時は障がいのある方

の権利に関する現状や課題、計画というとこ

ろをそれぞれの委員さんから、テーマを課題

として出していただいて、それを４点、次の

ページ、１２ページの図をご覧いただければ

と思います。意思決定支援、差別解消、合理
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的配慮、成年後見制度と権利擁護支援、虐待

防止というところで、課題を４つにまず分け

整理しました。 

そして、第２回に行ったこととして、障が

い者差別と合理的配慮について、区の方から

相談事例を出していただいて、それを共有し

て、相談体制や障がい者差別解消法のＰＲ、

周知についてそれぞれの委員さんから意見を

伺っております。 

第３回は意思決定支援制度と権利擁護支援

におけるチームによる権利擁護支援につい

て、それぞれの各委員の立場や視点の方か

ら、意見を伺って共有しております。 

そのほか部会は３回でしたが、その他の取

り組みとして、地域自立支援協議会セミナー

というセミナーを、昨年度は２回行っており

ます。資料が１４、１５ページにあります。

１回目が「障がい者の差別解消と合理的配慮

を考える」ということで、関哉（せきや）弁

護士の方からお話を伺っております。２回目

は１月に行った講座が「総合的に学ぶ意思決

定支援」ということで、こちらは水島（みず

しま）弁護士の方から、お話を伺って、どち

らもとても勉強になる会だったということ

で、ご感想を多くいただいております。 

次に１３ページの方に、今年度の方の計画

が書いてあります。 

重点課題、７年度は１つ追加して、（４）

になります。「障がい者の虐待防止と早期発

見のための連携体制の構築について」が加わ

っているところです。これについては障がい

者虐待、通報の件数も増えているというとこ

ろがありますので、事業者虐待・養護者虐待

等の現状や課題、虐待防止・早期発見のため

の取り組み、養護者支援の実施について、区

の方からまたこう事例を出していただきなが

ら、みなで検討できればと思っております。 

今後の予定なのですけれども、７月１６日

に第１回の部会を開催する予定でございま

す。この部会は、すこやかプラザあだちとい

う施設が４月２１日に、新しく開所されまし

て、そこには成年後見センターあだちも入っ

ており、医療介護連携を進めている施設なの

で、そこの施設を会場に、みなさんと話し合

いを進めていきたいと思っております。以上

です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。それでは、ふた

つの部会に対するご意見・ご質問をお願いい

たします。行政関係の委員さんが多いのです

かね。行政関係の方少し手をあげていただい

てよいですか。事務局の方ではなくて、委員

の方。ありがとうございます。 

それではご意見、部会長さんの中で橋本さ

んどうですか。 

 

〇橋本部会長 

感想にはなるのですが、それぞれこの自立

支援協議会で部会あって、その部会同士の情

報共有の場があるとよいなと思いました。 

はたらく部会は権利擁護部会とつながった

方がよいのではないかと、部会長のお話聞い

て相乗効果を受け合えるような、この本部会

がそうかもしれないですけど、もう少し解像

度をあげた共有の場があるとより相乗効果が

見出せるような話し合いができそうだという

感想を持ちました。以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。樺沢さんはどう

ですか。 

 

〇樺沢委員 

樺沢と申します。精神医療部会の方に私も

参加をさせていただいていますけれども、昨
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年はワーキンググループの方にも参加させて

いただきまして、長期入院の方の訪問調査

を、実際に私は調査の立場ではなく、来てい

ただく病院側の立場として、受け入れをさせ

ていただきました。患者様、地域の方も来て

くださったというところで、普段病院では見

せない一面見られたというところで、病院と

しても大変良い機会になったと思っていま

す。 

調査の結果については、正式にフィードバ

ックがなかったように記憶しておりまして、

今年度そういったワーキンググループ等で、

その長期入院者の調査の結果について、病院

の方にフィードバックはされるのかどうかと

いうところを、予定があれば教えていただき

たいと思います。 

 

〇曽根会長 

それでは、部会長さんから。 

調査の主体は部会ではないのでしょうか。 

 

〇田中事務局員 

精神保健係です。精神医療部会の方では、

調査の結果を報告したのですが、それぞれの

病院さんの方に、結果の報告をしなかったと

いうこと、申し訳ありません。今年度は報告

をさせていただきたいと思います。 

 

〇曽根会長 

樺沢委員さん、よろしいですか。報告は、

どういった報告が必要でしたか。 

 

〇樺沢委員 

実際、別の病院様の方でこういうご意見が

あったというのを、こちらも把握できると、

病院支援にも役立てられると思います。ま

た、調査の際に「今後、こういった調査の際

に来てもよいですか」、というご質問を患者

様にしていらっしゃったので、患者様の方

も、希望された方は調査に来るのかを、期待

されているところもあるかと思いまして、今

後継続での支援をしてくださるのか、その調

査を受けてどういう取り組みをされていくの

か、決まってることがあれば、実際に調査を

受けた患者様の方にもご説明ができると思い

まして、このあたり教えていただきたいと思

います。 

 

〇曽根会長 

出た意見を教えてほしいということです

ね。 

もう１つは、「今度また来ますね」と言っ

たら、「『また』って、いつですか」と言う

ことで、確かに、そう言うふうに言われてる

人は待っているわけですよね。 

 

〇田中事務局員 

前回の調査はあくまでも調査のために、伺

いましたという説明をして、訪問させていた

だきました。その結果を元に、今後どうする

かというところは今年度のワーキングなり精

神医療部会の方で検討することになっており

ます。 

 

〇曽根会長 

（樺沢委員にむけて）よろしいですか。まだ

決まっていないということみたいですよ。 

 

〇樺沢委員 

わかりました。よろしくお願いします。 

 

〇曽根会長 

ただ、実際、入院してそうやって声かけて

もらった方から見たら「いつ来るのだろう

な」と思っていらっしゃるでしょうから、も

し何か具体的にいつ行くということが決まっ
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ていないのなら、「来年度話し合って伺いま

す」等、きちんと理解できるような言葉かけ

がよいようですね。 

 

〇樺沢委員 

精神医療部会の方でも、「期待させるだけ

でやりっぱなしになっては困る」という意見

が調査に入る前にありましたので、よろしけ

ればこの辺りも、今年度検討いただければと

思います。 

 

〇曽根会長 

そうですね。進める側は、だいたい「こう

いうもの」と思っているかもしれませんけれ

ど、お話を聞く側は、そういった背景がわか

らないから、この誤解がないようきちんと説

明をしていただいて、約束したことをどうい

うふうに伝えるか、「にも包括」のご担当の

方、これは約束ですよ。 

他にいかがでしょうか。「にも包括」のこ

と、この調査対象が何人なのかということ

と、どれぐらいその退院希望があったのかと

いうことについて教えていただけますか。こ

れは入院期間は、基本１年以上ですよね。 

 

〇田中事務局員 

対象は１年以上、足立区内の病院、５病院

ありますけれども、その時点で１年以上を入

院している方というところが対象です。まず

その人数が１６２名でした。それが第１次調

査の書面調査での数字です。令和６年度にな

りまして、その中から対面調査をさせていた

だいた方が５３名というところになります。

退院の希望の数については申し訳ありませ

ん、今手元にデータがありませんが、データ

はとっています。 

 

〇曽根会長 

そこが一番大事なところなのですが、わか

ったら教えていただけますか。 

はい。他にいかがでしょうか。権利擁護部

会へのご質問とかありますか。関係者の方、

社協の方いらっしゃいましたよね、いかがで

しょう。 

 

〇髙橋俊哉委員 

足立区社会福祉協議会の髙橋と申します。

感想のような質問ですが、いろいろな課題が

あるという中で、先ほど会長もおっしゃって

いたように、それをどこがやっていくかとい

うところが必要、できることがないかなとい

うところを、もう少し詳しく勉強しながら考

えていかなければならないなと思いながら聞

いていたところでございます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。 

各回でそれぞれ、４つの課題について、勉

強会されたという報告かと思って聞いていた

のですが、それでよろしいでしょうか。 

把握された課題は、その後具体的にどうや

って解決していくのかとか、誰がやっていく

のか、いつまでにやるのかというお話し合い

についてはいかがしょう。これ質問なので

す。 

 

〇平部会長 

正直なところ課題の共有というところで終

わっているのが現状ですので、今後はそれを

どうするのかも、しっかり話し合っていきた

いと思っております。 

 

〇曽根会長 

各部会の目的が、連携体制の構築を目指す

とか、情報を共有するというのが目的になっ

ているので、そう考えると目的どおりだとは
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思うのですけれど、ただその先どうするかと

いうところが１番大事だと思うので、目的か

ら見直していただく必要があるのかと思っ

て、私はお聞きしました。 

はい。人数わかりましたか。調べてくださ

い。まだですね、わかりました。 

 

〇和田事務局員 

会長すみません。数字の補足、数字の訂正

があるみたいです。 

 

〇曽根会長 

手をあけていただければ。メモを回してい

ただかなくても。谷内委員さん。医療的ケア

児について説明の訂正が一部ありますという

メモが来ましたので。 

 

〇谷内委員 

すみません。最初に医療的ケアのことで、

小学校、保育園のところ受け入れについて。

受け入れないことはないということだったの

ですけど、今、医療的ケアの中でも実際やっ

ているのは４ケアのみなので、本当に重い医

療的ケアが必要な場合は、安全が確認できな

いため、受け入れないこともあります。まだ

課題はありますので、訂正させていただきた

いと思います。 

 

〇曽根会長 

自治体としては、比較的に重症の方につい

ては、受け入れないこともあるということで

しょうか。 

 

〇谷内委員 

今後について検討は今してるので、拡大は

していきます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。では、よろしい

ですか。続きまして、相談支援部会のご報告

をお願いいたします。 

 

エ 各専門部会③【相談支援部会】 

〇小杉部会長 

相談支援部会より報告させていただきま

す。相談支援専門員をしております小杉と申

します。よろしくお願いいたします。 

令和６年度は３回の部会が行われまして、

第１回に関しましては、相談支援のこれまで

の取り組みの経過確認を行いました。 

その中で、「①ＩＴ化」として、改めて足

立区の強みとして、非常に豊富な社会資源が

あることを再認識しまして、ＩＴ化の推進、

支援ツールの必要性などを確認させていただ

きました。 

「②つながりやすい相談窓口」ということ

について、令和６年度から新設されました福

祉まるごと相談課さんから、足立区の重層的

支援体制について説明いただく機会を設けま

した。 

「③基幹相談支援センターの新体制にい

て」は、基幹相談支援センターが２か所体制

になったというところが大きなところになり

ます。ネットワーク作りが進んでいることを

確認できました。 

けれども、第２回につながっていきます

が、相談支援の体制整備について、相談支援

専門員、相談支援に従事する人たちが、ツー

ルやネットワークを使う、私たち自身の資質

について、話し合う場面があまりなかったと

いう反省点がありましたので、第２回、第３

回では、相談支援の質向上ついて、重点的に

話し合いを行いました。 

その中では、相談支援従事者の中でも、相

談支援専門員の資質向上が、重要な課題と共

有させていただきました。 
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足立区の中では相談支援事業所は、新しい

事業所も、年に何箇所かできていますが、反

対に閉鎖してしまう事業所もありまして、地

域全体として相談支援専門員の数が増えづら

い背景などがあります。支援の評価や個人の

指導というのも重要ではありますが、それ以

上にサポーティブな仕組みとして、モニタリ

ング結果の検証というものが必要ということ

で、相談支援部会の中で検討していくことと

しました。 

２回目から３回目の部会のインターバルの

期間に、相談支援ネットワークのメンバーの

中にコアメンバーといいまして、基幹相談支

援センターの職員さんと、主任相談支援専門

員等が在籍する中核事業所が集まりまして、

ワーキンググループを行いました。 

モニタリングの結果の検証をやるにあたり

まして、まずは自分たちでやってみようとい

うことで、コアメンバー同士で事業所訪問型

によるスーパーバイズ型の、モニタリング結

果の検証というものを４回ほど実施しまし

た。その４回の中で、検討のための素材集め

を行ないまして、進行管理役がいた方がよい

のではないかとか、評価シート、ふりかえり

シートのようなものがあると、スーパーバイ

ズしやすいんではないかという意見が出まし

た。 

第３回では、こうしたワーキンググループ

での取り組みについて報告と説明を行いまし

た。モニタリング結果の検証の手法と検討の

ために、事業所訪問の報告と、指標となるふ

りかえりシートの内容について説明を行いま

した。相談支援は、非常にやりがいのある仕

事なのですけれども、私も現場の中にいます

と、抱え込みすぎて潰れてしまう人というの

も、残念ながらたくさん見てきました。その

中で足立版のモニタリング結果の検証という

のは、やはりサポーティブであることを大切

にしていかないといけないんではないかなと

いうことを確認いたしました。 

令和７年度の相談支援部会の活動計画とし

ましては、今年度も引き続き事業所訪問型の

スーパーバイズ方式のモニタリング結果の検

証を継続していきたいということで計画を立

てております。これまではコアメンバーを中

心としていましたが、これをネットワークの

参加事業所ですとか、逆にネットワークに参

加していないひとり事業所等に、どうやって

拡大していけばよいのか、どのような対象に

したらよいのか、どういう手法がよいのかと

いうことを検討しました。いろいろ意見はあ

りまして、初任者研修の受講者さんのフォロ

ーアップなど、そういうものを、さらにやっ

ていけたらよいと思っております。 

モニタリング結果の検証も、事業所訪問型

にしていますが、もともと相談支援のネット

ワークの中で、事業者訪問自体はしていたの

です。基幹相談がお伺いするということで、

足立区は基幹相談が直営ということもありま

すので、役所が来ると思うと結構身構えてし

まう事業所とかもありましたので、あくまで

も「これは地域ネットワークの構築であっ

て、サポーティブなものなんだよ」というと

ころをどうやって伝えていけばよいのか、ど

うやったら受け入れてくださるのかというと

ころを、検討させていただきたいと思ってい

ます。 

もう１つ、今年度のテーマとして取り組ん

でいきたいところは、昨年度、この後ケアマ

ネジメント評価会議の話にも出るかと思いま

すが、相談支援に対して、ご意見がいくつか

出ておりまして、いわゆる計画相談は福祉サ

ービスの相談はしてくれるのだけれども、そ

れ以外に対して、あまり相談に乗ってくれな

いのではないかというご意見などもいただき

ました。緊急時の対応をしてくれなかったと
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の厳しいご意見などもいただきましたので、

福祉サービスを利用してる方に対する相談事

業が、地域に根付きつつある反面、サービス

の利用のない方で、相談支援を必要としてる

方々への支援というものが課題ではないかな

ということ、いわゆる「基本相談支援」とい

うものを、どのような体制として整備にして

いくかを、１つテーマとして取り組みたいと

思います。 

これまで通りですと、いわゆるあしすとさ

んですとか、福祉まるごと相談課さんなど

が、ご対応の窓口になるのですが、行政にお

任せしてしまっているような状態でよいの

か、民間の窓口もいくつかありますので、そ

ういったものとの連携も必要ではないか。ま

た、福祉まるごと相談課さんができましたの

で、相談の件数というものも伸びています

が、相談したいけど相談することを躊躇して

しまう方々はたくさんいらっしゃるかと思う

ので、そういった方々に対するアプローチ、

加えて、支援は必要なのですけれども、支援

を拒否しているようなケースにどのような形

で手を差し伸べていくのがよいのか、支援に

つなげるというのも上から目線なのかもしれ

ませんけれども、どうやったら情報提供等ア

クセスできるのかを、検討していきたいとい

うことで今年度の計画としています。以上と

なります。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。相談支援部会へ

の質問ご意見がありましたらお願いします。 

 

〇和田事務局員 

会長すみません。この後、続けてケアマネ

ジメント評価会議という専門部会ではないの

ですけれども、関連テーマということで事務

局からご報告させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

〇曽根会長 

はい。わかりました。 

 

 

オ 足立区障がい者ケアマネジメント評価会

議 

〇和田事務局員 

改めまして障がい援護課基幹相談・権利擁

護係の和田でございます。よろしくお願いし

ます。資料の方が２１ページになりまして、

私の方からは、自立支援協議会の専門部会で

はないんですけれども、協議会に準ずる機関

と位置づけている足立区障がい者ケアマネジ

メント評価会議の令和７年度の実施計画等に

ついてご報告したいと思います。 

足立区障がい者ケアマネジメント評価会議

は、障がい者とその家族が適切なサービスを

利用することができるように支援する体制を

整えることを目的としていまして、足立区で

は平成１５年、１６年度に、東京都支援費制

度利用モデル事業に指定され、この評価が始

まったという経過です。平成１７年度から区

の事業として、評価会議を施行し、１８年度

から本格実施しています。 

実施計画のところをご覧ください。令和５

年度から一昨年度ですね、リニューアルして

この評価を実施しています。リニューアルの

大きな点が、日中サービス支援型共同生活援

助や地域生活支援拠点等の事業を評価対象に

追加して、先ほど小杉委員の方からのご報告

があった主任相談支援専門員、コアメンバー

の方々にも参加いただき、意見を伺うことを

始めました。国の基準や指針では日中サービ

ス支援型共同生活援助や地域生活支援等の評

価は、自立支援協議会で行おうとされていま

すが、こうした評価検証を進めると、自立支
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援協議会として行いたい情報共有や議論の時

間が十分に取れないため、足立区では評価を

自立支援協議会に準ずるものとして位置づけ

て、協議会の評価機能の一部をケアマネジメ

ント評価会議に移しました。内容と評価対

象、評価委員は資料に記載の通りです。 

令和７年度の実施計画についても、記載の

４回の予定です。また、具体的な評価内容に

ついても資料と裏面の方に記載しておりま

す。２年分の評価や会議概要はホームページ

にも掲載されています。 

各評価の経緯を簡単にお伝えしたいと思い

ます。 

資料の順番とは逆になってしまうんです

が、先ほど小杉部会長からも、お話があっ

た、１つ目が相談支援についてです。相談支

援は障がい福祉サービスの支給決定の際に、

サービス利用計画を策定する重要な事業で

す。その質の維持向上と地域の相談体制の充

実強化、先ほど、お話がありましたように基

本相談ですとか、総合相談、相談事業所だけ

でなく、障がい援護ですとか保健センター、

行政の相談についても、ケアマネジメント評

価会議で、検討して進めていきます。今年度

も先ほどの相談支援部会のお話にありました

ように、相談支援の質の向上のための、モニ

タリング結果の検証について、相談支援部会

で仕組みの検討をして、２つの基幹相談支援

センターと主任相談支援専門員等、コアメン

バーで実践を行って、各事業所への働きかけ

等も行った上で、３番目、評価会議で全体の

枠組みのふりかえりをしていくという形で進

めていきます。 

２つ目は、こちらの裏面の資料です。一番

上になります、地域生活支援拠点等の検証で

す。足立区では令和２年度に地域生活支援拠

点等を面的整備として整備しました。令和３

年度以降は拠点等の５つの機能を担うメンバ

ー、その担当者会議を年４回程度開催して、

支援状況を共有し課題を把握しています。評

価会議では担当者会議で明らかになった状況

や課題を検証し、評価を行っています。前回

の評価会議では、令和５年度の実施内容につ

いて、例えば緊急時に陥らないための、事前

の相談体制についてですとか、緊急の受け入

れ体制の強化ですとか、面的整備の各拠点機

関の連携構築、強度行動障がいにかかる人材

育成等の重要性について、評価会議でもご意

見をいただきました。また、地域生活支援拠

点等コーディネーターの配置が、令和６年度

から国の制度として報酬上の仕組みとして整

えられましたので、その運用を足立区として

どう行っていくか検討を行っていきました。

この地域生活支援拠点等コーディネーター

は、足立区では令和６年度中に配置されまし

たので、その具体的な取り組みや運用の改善

等に向けて、次回の評価会議ではご意見をい

ただく予定です。 

３つ目は日中サービス支援型共同生活援助

の報告・評価です。日中サービス支援型のグ

ループホームとは、障がい者の重度・高齢化

に対応するため創設され、グループホームに

て２４時間支援を受けられるというのが通常

のグループホームとの違いです。短期入所を

併設して、地域で生活する障がい者の緊急一

時的な宿泊の場の提供や、地域生活の中核的

な役割が期待されるという一方で、２４時間

の支援という意味では、未施設化、未室化と

いうようなそういった権利擁護の観点が危惧

される事業であり、地域に開かれたサービス

にするために協議会への運営状況の報告が年

１回義務付けられています。 

 

〇曽根会長 

すみません。もう少し簡潔にお願いしま

す。 
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〇和田事務局員 

足立区では、令和４年９月に１事業所が、

令和５年度に２事業所目が開設されました。

昨年度は、この事業所についての評価を行っ

たので、今年度も２事業所について評価を行

う予定です。また、開設の相談があった場合

は指定申請前にこの４回の評価会議で意見を

挙げていくという流れになっています。評価

会議を通じて障がい者とこの家族の地域生活

と適切なサービスの利用の支援体制を構築し

ていきたいと考えてますので、次回２月の第

２回の本会議では、評価会議から抽出された

地域課題についてご報告いたします。 

どうぞ引き続きよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。 

相談支援部会とケアマネジメント評価会議

に関するご質問をお願いしたいと思います。

いかがでしょう。 

酒井さん、なにかありますか。 

 

〇酒井部会長 

相談についての内容というより動きの確認

について質問なのですが、今年度就労選択支

援の事業が、具体的に１０月からというとこ

ろででているかと思うのですが、その相談と

の連携ということについて、具体的には、相

談の方でイメージを今の段階で持たれてたり

するのでしょうか。 

 

〇曽根会長 

では小杉部会長、お願いします。 

 

〇小杉部会長 

大きな制度の改定になりますので、それに

おいての準備は、今、部会のテーマとして取

りあげているわけではないのですけれども、

現場の相談支援の立場からしますと、就労移

行支援事業所等が、そういった制度に向けて

準備をしてる事業所さんもいくつかございま

すので、そのような事業所さんや、今、相談

支援専門員が、モニタリング等で事業所さん

にお伺いした時に、意見交換し、どのように

進めていけばいいかというところを、現場レ

ベルには話をしているところです。 

 

〇曽根会長 

橋本さん、はたらく部会の方では就労選択

支援としてなにかありますか。 

 

〇橋本部会長 

実際、課題としてあるのが、実情としてそ

の相談支援の体制といったところが、相談支

援専門員さんの不足や、柔軟に対応しきれて

いない中で、新たな就労選択支援ができた時

に、それが現実としてモデル通りになり得る

か、問題として共有していく必要があると思

うので、それぞれの事業所さんのお考えはあ

ると思いますが、引き続き共有をさせてもら

いながら、地域レベルで考えていく必要があ

ると考えています。 

 

〇曽根会長 

地域レベルの協議はどこでやるんですか。 

 

〇橋本部会長 

今、足立区さんの中でも検討されている状

況があり、アンケートをしっかりとっていた

だいているので、そのあたりお願いします。 

 

〇佐々木康教事務局員 

事務局の佐々木です。就労選択支援につい

ては、足立区としてどのようにしていこうか
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検討中ですけれども、就労選択支援の指定を

受けられる対象になる就労移行支援事業所

や、就労継続支援事業所が、現在その就労選

択支援の指定を受ける方向で、動きを作って

いらっしゃるかどうかも、アンケートを取ら

せていただいています。 

今、アンケートをまいているところで、ど

のくらいの事業所が、例えば１０月からやら

れるとか、４月からやられるとか集計をしな

がら進めていこうと思っております。 

 

〇曽根会長 

では、区が中心になって、相談支援事業所

と就労選択事業所の連携を図っていくという

ことでしょうか。 

 

〇佐々木事務局員 

そうですね。現状はまず区の方でも把握し

なければいけないところがありますので、一

旦こちらの方で、進めていこうと思っており

ます。 

 

〇曽根会長 

では次回どうなったか、また報告お願いし

ます。 

 

〇佐々木事務局員 

わかりました。 

 

〇曽根会長 

どうぞ。 

 

〇森澤部会長 

アンケートはどんな事業所を対象に送られ

たのですか。区内の全事業所ですか。 

 

〇佐々木康教事務局員 

区内の就労継続支援の事業所、就労移行支

援事業所になっております。アンケートを全

事業所に送らせていただいておりまして、そ

のアンケート項目の中に就労選択の部分が入

っているということです。 

 

〇曽根会長 

よろしいですか。 

 

〇森澤部長 

はい。大丈夫です。 

 

〇田中事務局員 

すみません。先ほどの長期入院の退院意向

の数字、今よろしいでしょうか。 

 

〇曽根会長 

どうぞ。 

 

〇田中事務局員 

退院の意向が強い方が１５％。 

 

〇曽根会長 

すみません。１５％というと何人になりま

すか。 

 

〇田中事務局員 

２２人です。そして意向はあるけど消極的

な方が２０人、１３％です。そして、意向が

ない方が３７人の２５％。そして理解が困難

な方が残りの方になります。７０人で４７％

という数字になっております。 

 

〇曽根会長 

地域移行はできたのでしょうか。 

 

〇田中事務局員 

今入院中の方です。 
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〇曽根会長 

まだ意向を把握した段階で、この結果を元

にして体制をどうするかは、来年度ですか、

それとも今年度ですか。 

 

〇田中事務局員 

全体的にこの体制をどうしていくのかとい

うところは、今年度の取り組みになります。 

 

〇曽根会長 

わかりました。はい。確認したばかりとい

うところですね。 

はい。何かご質問ありますか。 

私からよいですか。拠点コーディネーター

の配置をされたというお話ですが、どこに所

属していらっしゃるんでしょう。何名いらっ

しゃいますか。 

 

〇和田事務局員 

足立区で１名。あだちの里の相談支援事業

所の方です。 

 

〇曽根会長 

それは加算による報酬ですか。 

 

〇和田事務局員 

加算の報酬です。 

 

〇曽根会長 

あだちの里さんは今日いらっしゃいます

か。 

 

〇和田事務局員 

すみません。今日いらっしゃいません。 

 

〇曽根会長 

もう一個よいですか。相談支援部会なので

すが、結構その事業所が廃止になったりと

か、抱え込んで、潰れてしまったりとか、そ

ういう事案があるという話ですけど、そうい

ったことに対して何か具体的に、部会として

こういう取り組みをしていこうということが

あったら教えていただいてよろしいでしょう

か。 

 

〇小杉部会長 

部会の中の取り組みと言いますか、相談支

援のネットワークというものが部会とはまた

別にございまして、事業所が集まる会です。

積極的に集まってくださる事業所と、そうで

はない事業所等がありまして、大規模な事業

所さんの中では、職員教育の中で苦労されて

らっしゃる事業もございますし、やはりひと

り事業所でなかなかネットワークには来れな

い事業所さんもございますので、そういった

ところに関しましては、モニタリング結果の

検証とはまた別に、事業所訪問というものを

ネットワークの中で行っています。こちら側

からお声がけをさせていただきまして、事業

者の状況はどうなんだろうかとか、お困り事

はないでしょうかということで、地域のネッ

トワークを作りながら、事業所同士が支えあ

う活動という形でやっております。ただ残念

ながらまだ結果として、事業所さんが、継続

してくださるとか、ひとり事業所が孤独にな

ってしまうからそのまま閉鎖になってしまう

とか、育成の部分につながってない部分もま

だまだあり、課題ではあると意識していま

す。 

 

〇曽根会長 

今、おっしゃったことは、別に足立区に限

らず全国的な状況なのですよね。それで具体

的な手を打っていかないと、それが解消する

とは、私は思わないのです。 

相談支援の機能強化Ⅰ型・Ⅱ型という高い
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報酬を取れるものありますよね。常勤の相談

支援専門員を４人または３人以上配置し、そ

のうち１人は現任研修修了者というものがあ

って、それは複数事業所による一体的管理と

いうことで、いくつかの事業所の連帯、連合

体を組んで、その報酬を取れるという話です

よね。そうするとひとり事業所でもそこの枠

の中に入れれば、その高い報酬が取れて、そ

して、高い報酬が取れれば、利用者がものす

ごい大勢いなくとも一定の報酬が得られる

し、さらに相談支援専門員を雇用するための

原資というのも生まれてくることがあるの

で、もっと積極的に進めるべきではないかと

思っています。 

やはり、ひとり事業所の課題は、孤独なの

ですよ。誰にも相談できない。相談支援事業

所は、指定の設備要件の中では、何平米以上

とかトイレがあるとかないとかがないので、

お互いに守秘義務を守れるようにした上で、

１つのお部屋を複数の事業所で借りて使う形

でひとり事業所の孤独を解消することも有効

ではないかと思います。 

基幹相談はこちら区役所がやっているので

すか。 

 

〇和田事務局員 

あしすとと障がい援護課の２課にわけて基

幹相談の機能を２か所にわけてやっていま

す。 

 

〇曽根会長 

基幹の指定相談事業所に対する、アドバイ

スとかですね、育成ということもできるの

で、何かそういった、新しい発想で取り組ん

でいかないと、ただ訪問して「事業所頑張っ

てください」では、この状況は変わらないの

ではないですか。 

 

〇和田事務局員 

ありがとうございます。昨年度から、相談

支援のコアのメンバーは、機能強化や主任相

談支援専門員がいらっしゃる事業所さんなの

で、事業所の共同による報酬増や加算請求の

強化等、運営面の助言もどうやって行ってい

けるかは、議題として上がっているので、検

討をしていこうと思っています。 

 

〇曽根会長 

それはどこですすめるのですか。 

 

〇和田事務局員 

私ども基幹相談が中心となり、コアな事業

所のみなさまと連携して進めてまいります。

どうしても区役所の視点では、事業所の経営

面にまで目が届かないことがありますので、

主任相談支援専門員を配置している事業所の

ご意見を伺いながら、主任相談支援専門員と

ともに事業所を訪問し、経営面へのアドバイ

スも含めてご提案できるよう計画を立ててい

きたいと考えています。 

 

〇曽根会長 

それは、どこが主体ですか。 

 

〇和田事務局員 

基幹相談の方です。 

 

〇小杉部会長 

基幹相談ですね。 

 

〇曽根会長 

わかりました。それでは、次回にその取り

組みがどうなったのか、ご報告をお願いしま

す。 

 

〇和田事務局員 
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よろしくお願いいたします。 

 

〇曽根会長 

少し時間が長くなってしまい、申し訳あり

ません。 

佐藤さん、何かありますか。遠慮せずどう

ぞ。 

 

〇佐藤委員 

あだちの里の話が出ましたので申し上げま

す。あだちの里は、私たち手をつなぐ親の会

の先輩方が３０年前に設立した社会福祉法人

です。知的障がいのある方も多くお世話にな

っており、相談支援事業所もかなりの人員が

配置されています。そのため、所長さんが拠

点コーディネーターを務めてくださっている

のだと思います。 

拠点コーディネーターについては、昨年６

月か７月ごろから障がい福祉課では把握して

いたものの、障がい援護課では把握していな

かったと聞いています。そのため、私も会議

の際に施設長さんが同席してくださっていた

ことに疑問を抱いておりましたが、今は拠点

コーディネーターとして会議の参加やその他

をしっかりと活動してくださっていると認識

しています。 

「手をつなぐ親の会」でも、地域生活支援

拠点等の説明会を開催し、和田係長にお越し

いただいて会員を対象に説明していただきま

した。その際もコーディネーターの方にも同

席いただき、大変丁寧に対応してくださいま

した。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。 

次回は、拠点コーディネーターがどのよう

な活動をされているかについて、ぜひ具体的

なご報告をお願いします。 

 

（後方で手が挙がる） 

 

〇袋谷事務局員 

すみません。先ほどご質問をいただきまし

た就労継続Ｂ型の工賃について報告させてい

ただきたいと思います。令和５年度の、Ｂ型

の平均工賃、足立区の平均は２万１３８２

円。東京都の平均が２万３５３４円となって

おります。区内に１か所Ｂ型のラーメン屋さ

んがあるのですが、そこの事業所の工賃が高

く、そこの工賃を除くと、足立区の平均とし

ては１万９３７３円という形になります。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。 

全国平均と比較すると高いとは思います

が、東京都の場合は人件費が高いこともあ

り、その分を考慮する必要があるでしょう。

ラーメン店のような工夫の例もありますの

で、さらに工夫の余地があると思います。あ

りがとうございました。 

残り時間が２０分となってしまいました。

進行がうまくいかず、申し訳ありません。 

それでは、部会からの報告と質疑については

以上でよろしいでしょうか。部会の数が多い

ため、時間がかかるのはやむを得ない部分も

ありますが、もう少し工夫できたかもしれま

せん。 

 

 

（３）地域自立支援協議会の更なる発展にむけ

て 

ア 足立区地域自立支援協議会の位置づけと

これまでの経過 

〇曽根会長 

それでは続きまして、「地域自立支援協議

会のさらなる発展に向けて」という議題につ
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いて、背景を事務局の二見さんよりご説明い

ただきます。 

 

〇二見事務局員 

事務局の二見です。資料４をご覧くださ

い。これまでの自立支援協議会の経過につい

て簡単にご紹介します。 

平成１８年度に障害者自立支援法が施行さ

れ、それに伴い制度化されたのが協議会で

す。足立区では、その時点で協議会を立ち上

げました。もともと区内にはさまざまなネッ

トワークが存在しており、それらをつなぐネ

ットワークとしての位置づけでスタートしま

した。 

現在は、本会議のほか、今日ご報告いただ

いた６つの専門部会と、１つの準ずる会議で

構成されています。資料には年表も掲載され

ています。 

なお、平成１５年度に支援費制度が創設さ

れた際には、障がい福祉センター「あしす

と」を同時に開設し、障がい者ケアマネジメ

ントに取り組みました。この取り組みを、自

立支援法の施行にあわせて協議会へスライド

させた形になります。 

しかし、従来の取り組みを単純に移行させ

ただけでは十分に機能しなかったため、これ

までに２度、協議会のリニューアルを行い、

活性化を図ってきました。一時期は部会の数

が多すぎて、「ネットワークなのか協議会の

部会なのか分からない」といった混乱もあり

ました。 

今後の課題としては、曽根会長からもご指

摘いただいたとおり、課題の把握と共有はで

きているものの、その解決に向けた道筋の構

築が重要です。そのために事務局会議を設

け、各部会から集約された課題を取りまと

め、区に対して提言や意見提出、政策提案な

どを行う体制を整えています。 

今後も、こうした取り組みをさらに推進し

ていきたいと考えています。 

私からは以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。「さらなる発展

に向けて」という議題が入った背景につい

て、少し説明していただけますか。これはな

かなか珍しいのではないでしょうか。 

 

〇和田事務局員 

現在、リニューアル以降、活動報告書として

は３期分が取りまとめられ、現在は第４期とな

っております。 

こうした中で、部会の目的や、それを障がい

者計画等とどのように結びつけていくかにつ

いて、しっかりとした仕組みづくりが必要であ

ると感じております。そうした点を踏まえ、今

回はこれまでの経過も振り返りつつ、新会長を

お迎えしたこともあり、事務局としては、今年

度の活動報告の終えた、次の期、「次期」に、

改めて協議会のあり方をリニューアルする計

画を立てたいと考えております。 

具体的に申し上げますと、３年周期の障がい

福祉計画の策定年度と、現在２年度単位で運用

している協議会の周期にズレがあり、今回の期

では障がい者計画の意見聴取の機会が一度も

設けられていない状況となっています。そのた

め、今後見直しを進める中で、障がい者計画の

意見聴取の年度を協議会の期の３年の中間に

挟むような形で、見直しができないかと考えて

おります。 

調査を進めた結果、令和１０年度からその

ような対応が可能であることがわかりまし

た。今後は、そうした点をしっかり見直しな

がら、運営方法についても再検討していきた

いと考えております。以上です。 
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〇曽根会長 

ありがとうございました。では、ご意見・

ご感想、あるいはご質問がある方はいらっし

ゃいますか。 

 

 

イ 地域自立支援協議会について会長就任に

あたってのメッセージ 

〇曽根会長 

次に会長就任にあたってのメッセージを申

し上げます。今日はありがとうございました。 

協議会の報告を聞かせていただきまして、各

部会で情報共有というのは熱心にされてると

思いましたが、そこで抽出された課題をどう解

決していくのか具体的な取り組みのご報告が

少し少ないと感じました。ここをしっかり進め

ていくのがこれからこの協議会で取り組んで

いかなくてはいけないことと感じました。 

「納期のない仕事はない」と一般の社会では

言われるわけです。いつまでに何をするのか、

誰がやるのか、これがないと結局取り組みが始

まっていきませんので。今日も「次回報告して

ください」としていくつか私お願いしましたけ

ど、それについては次回、必ずご報告いただく

ようにお願いしたいと思います。 

また、それぞれの部会で把握された課題につ

いても、具体的にどうやっていくのかについて

立案していただいていて、それをどこやるのか

というと、足立区さんは行政がやるようなイメ

ージと私は感じました。 

ただ協議会でやることは、行政がやった方が

よいことばかりではないと思うのです。むしろ、

事業所の部会の方など、協議会で進める部分と

いうのが、特に計画の達成もそうですが、ある

のではないかと思うのですよね。 

ですから、しっかり役割分担をして、協議会

で進めていくことは何なのか、行政で進めてい

くことは何なのかということをしっかり整理

して、誰がいつまでに何をやるのか、そしてや

ったことをきちんとこの協議会で報告してい

ただく、そういったサイクルを作っていきたい

と思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

もう一つは、今、障害者権利条約という国連

の方であったと思うんですが。日本政府が障害

者権利委員会に報告している数字はどうやっ

てきているかというと、各市区町村で取り組ん

だ数字を都道府県がまとめて、都道府県が国に

報告して国がそれを取りまとめて国連に報告

するというサイクルなわけですよね。なので、

例えば先程の地域移行の数字について少しこ

だわってお聞きしたのは、市区町村で数字が上

がってこないものは国連に上がっていかない

ということなのですね。だから、そことこの区

の協議会は、つながっているということをぜひ

意識していただいて、ただ区だけではなく、国

際的な動向を含めて、足立区としては何に取り

組まなくてはいけないのかという、少し広い視

点でもぜひ考えていけたらと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

構成員の方の中には、行政の方が多いので、

今日は行政でない人を中心に当てましたが、な

るべくみなさんから、活発なご意見とご質問を

いただいて進めていきたいと思います。 

関連するところは、どうぞご遠慮なく、例え

ば、今日こども部会のことがあって、保育園に

関係するご意見やご質問等、専門の方や関係す

る方は、あんまりご遠慮されないで、ぜひ発言

していただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。以上です。 

続きまして報告事項ですね。障がい福祉関

連計画の策定スケジュールについて、お願い

します。 

 

（４）報告事項等 

ア 足立区障がい福祉関連計画の策定スケジ
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ュールについて 

〇佐々木康教事務局員 

事務局の佐々木でございます。 

資料５をご覧ください。こちらは「足立区の

障がい福祉関連計画の策定スケジュール」につ

いてのご報告です。この内容は、今年４月１５

日の厚生委員会に報告された資料に基づいて

おり、スケジュールをみなさまにお伝えする目

的でのご説明となります。 

まず、足立区では現在、障がい福祉に関する

３つの計画を策定しています。 

１つ目は「障がい者計画」で、障害者基本法

に基づくものです。 

２つ目は「障がい福祉計画」で、障害者総合

支援法に基づいています。 

３つ目は「障がい児福祉計画」で、児童福祉

法に基づいています。 

障がい福祉計画は、障がい者・障がい児が利

用する３年間の必要量を見込み、それに応じた

支援体制を定めるもので、現在は第７期障がい

福祉計画および第３期障がい児福祉計画が進

行中です。これから次の第８期障がい福祉計画

および第４期障がい児福祉計画の策定を始め

る段階であり、本日はそのスケジュールやプロ

セスについてご説明いたします。 

計画策定にあたっては、専門性や豊富な経験

を活かすため、プロポーザル方式で事業者を選

定します。また、厚生委員会や足立区地域保健

福祉推進協議会、足立区地域自立支援協議会な

ど、様々な関係者から広くご意見を伺いながら

進めていく予定です。 

今年度の主なスケジュールですが、４月から

プロポーザル方式による事業者選定の手続き

を進めるため、「プロポーザル選定委員会」を

設置し、協議を開始しています。８月には事業

者選定を行う予定です。 

１０月から１１月にかけては、計画策定の基

礎となる実態調査の内容を具体的に検討する

作業を予定しています。そして令和８年１月に

は、実態調査の実施を計画しています。 

調査結果は、令和８年３月に報告書としてま

とめ、６月には厚生委員会へ報告する予定です。

その結果を踏まえ、７月から９月にかけて次期

計画の素案を検討し、１０月に素案を作成・報

告します。１１月にはパブリックコメントを実

施し、１２月には関係団体からのヒアリングや

意見聴取を行う予定です。 

このように多様な意見を反映しながら計画

を策定し、令和９年３月に厚生委員会へ報告の

後、第８期障がい福祉計画および第４期障がい

児福祉計画を策定する予定です。 

実態調査は、計画策定の基礎資料となる重要

なもので、主に３つの視点で行います。 

 １つ目は、障がいのある当事者からのご意見

を伺うアンケート調査です。件数は２,６００

件を予定しています。 

２つ目は、障がい児の保護者を対象とした調

査で、こちらは４００件を予定しています。こ

れらの個人向け調査は、障がい種別を考慮しつ

つ無作為抽出し、各世帯へ郵送する形で行う予

定です。 

３つ目は、事業者向けアンケートで、前回と

同様にＷｅｂでの回答を想定しています。 

 調査にあたっては、障がいのある方が回答し

やすいよう、さまざまな工夫が必要です。たと

えば、調査票に音声読み上げコードをつけたり、

ルビを振ったり、文字を見やすくしたりするな

どの配慮を検討中です。また、回答方法につい

ても、郵送に加えてＷｅｂ回答の併用が可能か

どうか検討を進めています。 

次年度の本会議は３回を予定しており、計画

の進捗状況は各回の本会議でご報告します。特

に次年度の２回目の本会議では、委員のみなさ

まからのご意見をしっかり伺い、計画に反映さ

せていきたいと考えています。その際はご協力

をお願いいたします。 



31 

 

私からの報告は以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。なにか他に２つ

資料があるのでよろしいですか。 

 

イ 人材確保支援策（福祉人材家賃支援事業、

あだち福祉人材就職フェア） 

〇浦川事務局員 

続きまして、資料６をご覧ください。 

私からは、人材確保支援策についてご報告い

たします。福祉関係の人材不足は大きな課題で

あり、足立区としても、障がいのある方が安心

して暮らせるよう、支援人材の確保に力を入れ

ております。 

まず１つ目は、「福祉人材家賃支援事業」で

す。こちらは今年４月から開始した新しい事業

です。若年層の定着率が低いことから、３４歳

までの新規採用の常勤職員を対象に、自己負担

の家賃の２分の１、月額上限３万円を５年間支

援する制度です。 

２つ目は、２枚目の資料をご覧ください。「福

祉系就職フェア」です。こちらは数年前から実

施しており、介護・障がい分野の仕事紹介の場

として、年３回開催しています。令和６年度も

３回実施し、３５の事業所が参加、約１００名

の来場があり、平均２０人ほどが就労につなが

っています。今年度も７月・１１月・１月に実

施予定です。引き続き、人材確保に努めてまい

ります。 

以上です。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございました。３つのご報告に

ついて、ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

 

〇森澤部会長 

足立区福祉人材家賃支援事業についておた

ずねします。東京都からも居宅支援事業が出て

いると思いますが、それに加えて支給される形

でしょうか。 

例えば３４歳の方で１年目に２万円を東京

都から受け取っている場合、さらに１万円がも

らえるという理解でよろしいですか。 

資料からではわかりにくかったので、教え

ていただけますか。 

 

〇浦川事務局員 

お答えいたします。 

本制度は、法人での住宅手当や東京都の家

賃助成などを差し引いた上で、最終的な自己

負担額の２分の１、月額上限３万円を支給す

る仕組みです。 

 

〇曽根会長 

ということは、東京都の支援とは別枠とい

うことですね。 

 

〇浦川事務局員 

その通りでございます。 

東京都の方が５年目までは２万円もらえる

という形になってますので、そちらの方は差

し引いた形で、それ以外に個人さんの方で例

えば１万円とか出ていたら、それは差し引い

て残りの２分の１の３万円上限です。 

 

〇森澤部会長 

うちの法人でも申請したのですが、該当者

が常勤職員４０名中１名のみでした。実際に

はどの程度の方が該当されているのでしょう

か。 

 

〇浦川事務局員 

障がい分野では、当初２５名程度を想定して

いましたが、実際には２７名から申請がありま
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した。今年度は初年度ということで、昨年度採

用者も対象とする救済的措置もあります。 

介護分野も同様の制度を実施しています

が、事業所数が多い割には申請が少なく、こ

れは職員の年齢層が高いためと考えられま

す。障がい分野では、特に放課後等デイサー

ビスの職員が対象となることが多く、その分

申請が多くなっています。 

 

〇森澤事務局員 

とてもありがたい取り組みだと思います。

ありがとうございます。 

 

〇曽根会長 

ありがとうございます。他にご質問はいかが

でしょうか。ないようでしたら、これにて進行

を終わらせていただきます。 

 

３事務連絡 

〇佐々木康教事務局員 

曽根会長ありがとうございました。 

では、最後に事務局より事務連絡をいたし

ます。２点ほどあります。１点目は本日の会

議録についてです。会議録がまとまりました

ら、ご発言いただいた委員のみなさまに会議

録案をお送りいたしますので、確認いただき

修正などございましたら、お願いいたしま

す。その後、会長に最終確認をしていただき

まして、議事録の方を決定をいたします。決

定いたしましたら、足立区のホームページの

方に掲載の方をさせていただきます。 

そして２点目です。次回の第２回の本会議は

令和８年２月２７日金曜日、午後２時から行

います。会場は本日と同じ障がい福祉センタ

ーの５階ホールで行います。 

それでは、これをもちまして足立区地域自

立支援協議会第１回本会議を終了いたしま

す。本日はご出席いただき誠にありがとうご

ざいました。お忘れ物なさいませんように気

をつけてお帰りください。 

 

 

第２回足立区地域自立支援協議会本会議 

令和８年２月２７日（金）１４時～ 

障がい福祉センター５階ホール 

 

４閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


